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このコンテンツでは物品調達を例に指名競争入札の操作イメージを説明しま

す。

指名競争入札と制限付一般競争入札との違いは

①指名通知書の受信

②調達情報確認／仕様書等取得

④回答の確認

になり、他の操作は制限付一般競争入札と同じです。

※システムで「発注図書」と表示されるものは、福島市では 「仕様書」 と読

み替えています。
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①指名通知書の受信を行います。

指名通知書が発行されると、利用者登録時に「代表窓口情報」欄に登録

したメールアドレスに、指名通知書到着のお知らせのメールが送信されます。

※メールには指名した案件の詳細について記載はございません。そのため、

次ページ以降記載の電子入札システム上での指名通知書の確認をお

願いします。



福島市ホームページのトップページから「しごと・産業」

をクリックした後の「入札・契約情報」のページの

「電子入札」から電子入札ポータルサイトに入ります。
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ポータルサイト内の、電子入札システムの入り口をクリックします。
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物品・役務をクリックします。
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電子入札システムをクリックします。



次の画面の上部に表示される電子入札システムをクリックします。
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民間認証局から提供されたICカードのPIN番号を入力して、OKをクリック

します。

PIN番号を各民間認証局の規定回数を間違って入力すると、ICカードがロ

ックされ、使用できなくなりますのでご注意ください。

ロックされた場合の解除は、ICカードを購入した認証局にご相談ください。
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調達案件一覧画面が表示されましたら、検索ボタンをクリックします。
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該当案件の通知書列の表示ボタンをクリックします。
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指名通知書をクリックします。
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指名通知書が表示されます。

入札情報公開システムにおいて仕様書等の取得のために「パスワー

ド」が必要です。

このためのパスワードが指名通知書の「パスワード」欄に表示されますので、

ご確認ください。

指名通知書は印刷ボタンで印刷が可能です。

※こちらのパスワードは指名業者のみに配付されるパスワードになります。

外部へ漏洩することのないようにお願いします。

※工事・コンサル案件と異なり、受領確認書の提出は不要です。
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②調達情報確認／仕様書等取得については、案件内容とパスワードを確認

した後、入札情報公開システムにて行います。



福島市ホームページのトップページから「しごと・産業」

をクリックした後の「入札・契約情報」のページの

「電子入札」から電子入札ポータルサイトに入り、

入札情報公開システムの入り口をクリックします。
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入札情報公開サービストップページが表示されますので、物品・役務を

選択します。
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画面が切り替わりましたら、発注情報の検索をクリックします。
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画面が切り替わりましたら、検索をクリックします。

表示される件数が多い場合は、入札方式等の検索条件を指定してくださ

い。



案件が検索できたら、該当案件の案件名をクリックします。
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画面が切り替わりましたら、パスワード入力ボタンをクリックします。

パスワードは、指名通知書にて確認してください。



21

業者名、案件パスワードを入力し、ログインをクリックします。

入札に参加する場合には仕様書等の閲覧は必須となりますので、必ずダウン

ロードを行ってください。

※★マークがついている項目は入力必須となります。それ以外の項目の入

力は任意です。

※仕様書の閲覧（ダウンロード）の確認に必要となりますので、「業者名」は

必ず正しい名称を入力してください。
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仕様書等が表示されますのでダウンロードして確認してください。
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④質問の提出については、仕様書等に質問がある場合に電子入札シ

ステムにて行います。

質問期限は指名通知書の備考欄を確認してください。

なお、電子入札システムの案件概要からも期限の確認が可能です。



電子入札システム画面上部にある説明要求ボタンをクリックします。
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民間認証局から提供されたICカードのPIN番号を入力して、OKをクリック

します。

PIN番号を各民間認証局の規定回数を間違って入力すると、ICカードがロ

ックされ、使用できなくなりますのでご注意ください。

ロックされた場合の解除は、ICカードを購入した認証局にご相談ください。
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調達案件検索が表示されますので、左の入札説明書・案件内容ボタンを

クリックします。



該当案件の選択ボタンをクリックします。
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質問入力ボタンをクリックします。
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入札書・案件内容に対する質問内容画面で、「題名」および「説明要求

内容（質問内容）」を入力します。

これらには業者名等、質問者がわかる内容は入力しないでください。
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質問の資料を添付する場合は、参照ボタンをクリックしてファイル（Ｐ

ＤＦファイル）を選択後、添付資料追加ボタンをクリックして添付して

ください。
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入力内容確認ボタンをクリックします。
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質問内容を確認して登録ボタンをクリックします。
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質問一覧に戻り、質問が登録されたことを確認します。
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④回答の確認については、指名した事業者にFAXで回答を送信します。

（従来の紙入札と同様）

回答書を確認いたしましたら、受信確認のFAXを送信してください。
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⑤入札書・内訳書の提出は電子入札システムで行います。

※辞退届の提出も電子入札システムで行います。提出期間は入札書

受付期間と同期間です。



調達案件一覧の画面から、該当案件の入札書／見積書列の提出ボタンをク

リックします。

※辞退届を提出する場合は、該当案件の辞退届列の提出ボタンをクリックし

ます。表示内容を確認し、入力、修正を行ってください。

なお、備考欄には以下の中から辞退理由を入力ください。

１ 手持ち業務等が多く、さらに受注することが困難であるため。

２ 担当者等の確保が困難なため。

３ 履行期限までの完了（納品）が困難であるため。

４ 仕様が自社の取扱い分野（製品）でないため。

５ その他（※上記理由以外について記入ください）

内容確認を改めて確認し、提出内容確認ボタンをクリックします。
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入札金額を入力します。入札金額は入力欄の右側に、３桁区切りと漢字表

示されますので、必ず確認してください。

指名競争入札の案件はすべてくじ入力番号の入力が必要です。

任意の３桁の数字を入力してください。

※内訳書の提出が必須な案件の場合、くじ入力番号の入力欄の下部に内訳

書の添付欄が表示されます。参照ボタンをクリックし、ファイル（ＰＤ

Ｆファイル）を選択後、添付資料追加ボタンをクリックしてください。
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印刷する場合は、入札書の提出前に行います。
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内容を確認してください。
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入札書の再提出は出来ませんので、

再度ご確認の上、提出ボタンをクリックしてください。
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最終確認になります。

内容に誤りがないことが確認できたら、OKボタンをクリックしてください。
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入札書の提出が完了しました。
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調達案件一覧に戻り、入札書／見積書列の提出ボタンが「提出済」になって

いることを確認してください。

※辞退届を提出した場合、辞退届列に「提出済」のボタンがあることを確認

してください。
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⑥落札通知書受信では、電子入札システムで落札者を確認します。



調達案件一覧で該当案件の通知書列の表示ボタンをクリックします。
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落札通知書をクリックします。
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落札者を確認します。

落札された方につきましては、契約書書類一式を契約検査課窓口でお受け

取り下さい。

※落札者のみではなく、入札に参加したすべての業者に落札通知書が送ら

れます。
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⑦入札契約結果の確認は、入札情報公開システムで行います。

なお、従来どおり福島市ホームページでも結果を公開しております。

※入札結果は契約日に掲載します。開札後すぐには掲載されませんので、予

めご了承ください。



福島市ホームページのトップページから「しごと・産業」

をクリックした後の「入札・契約情報」のページの

「電子入札」から電子入札ポータルサイトに入り、

入札情報公開システムの入り口をクリックします。
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入札情報公開サービストップページが表示されますので、物品・役務をクリッ

クします。
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画面が切り替わりましたら、入札・契約結果情報の検索をクリックしま

す。



検索ボタンをクリックします。
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案件が表示されますので、結果を確認する案件をクリックします。



57

結果が表示されます。落札者は赤字で表示されます。



くじにより落札者を決めた場合は、くじの結果が表示されます。くじの仕組

みについては、電子入札ポータルサイトに掲載されている「電子くじについて

」を確認してください。

以上で、指名競争入札の操作イメージの説明は終了です。
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